
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年６月１７日 １３時３０分ごろ 

発生場所 愛知県半田市衣浦港南ふ頭岸壁付近 

 衣浦港半田防波堤灯台から真方位２１２°４００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°５２.６′ 東経１３６°５６.４′） 

事故の概要 水上オートバイDelight
デ ィ ラ イ ト

及び水上オートバイX L T
ｴｯｸｽｴﾙﾃｨｰ

1200 は、共に遊走

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年６月２０日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ Delight、０.１トン 

   ２４０－６７１５２愛知、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ XLT1200、０.１トン 

   ２４０－５６６５５愛知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、特殊小型 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型 

 負傷者 Ａ 重傷 １人（船長Ａ）、軽傷 １人（同乗者） 

Ｂ 不明 

 損傷 Ａ 操縦ハンドルに曲損 

Ｂ 不明 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風速 約３.５m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、後部座席に同乗者１人を乗せ、

約２０～３０km/h の対地速力で遊走中、船首方の波が高くなっていた

ので、右旋回を開始したところ、右舷後方約１ｍのところにＢ船を視

認したが、どうすることもできずＢ船と衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、遊走中、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、右旋回する際、右舷後方の見張りを適切に行っ

ていなかったことから、右舷後方を遊走していたＢ船に気付かずに右

旋回を開始し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、遊走中、Ａ船と衝突したものと考えられるが、船長Ｂから

情報を得ることができなかったことから、Ａ船と衝突した状況を明ら

かにすることはできなかった。 

原因 本事故は、Ａ船及びＢ船が共に遊走中、両船が衝突したものと考え

られる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 



 

 ・旋回する際は、旋回する側の後方を確認するなどの適切な見張り

を行うこと。  


